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弾倉着脱機構 1 0 は、尾 筒 2 か ら下方 に延び る突起 1 1 a 、 1 1 b と、突起 1 1 a 、 1 1 b に移 動可
能 に取 り付 け られ て いて、弾倉 3 を尾筒 2 に対 して着脱す る着脱部 1 2 とを備 える。着脱部 1 2 は、弾
倉 3 を固定す る固定位置 と、弾倉 3 を解放 す る解放位置 との間で移動 して弾倉 3 を着脱す る。 この こと
によって、弾倉 3 が尾筒 2 に対 して直接取 リ付 け られ るの で、尾 筒 2 に対す る弾倉 3 の取付高 さの設計
値か らのずれ を減少 させ る ことが で きる。 したが って、尾 筒 2 の強度 を低 下 させ る ことな く実包 の送 弾
不良を防止す る ことがで きる。



明 細 書

発明の名称 ：弾倉着脱機構及び携帯用火器

技術分野

[0001 ] 本発明は、弾倉を尾筒に対 して着脱するための弾倉着脱機構に関する。さ

らに、本発明は、弾倉着脱機構を備えた携帯用火器に関する。

背景技術

[0002] 連発式の携帯用火器は、複数の実包が収容される弾倉を備える。弾倉は銃

身後部の尾筒の下側に取り付けられることが多い。多くの実包を迅速に補充

するには、弾倉が携帯用火器本体に対 して着脱可能であることが望ましい。

この場合、携帯用火器は、特許文献 1 に示されるように、弾倉着脱機構を備

える。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献 1 ：米国特許第 5 8 9 9 0 3 号明細書

発明の概要

発明が解決しょうとする課題

[0004] 弾倉内の実包はパネによって上方に付勢されて弾倉の上部に当接する。い

わゆるボル トアクション方式では、遊底 （ボル ト）を尾筒内で前進させて弾

倉内の最上部の実包を銃口側に押すことで、実包が発射のために薬室に装填

される。尾筒に対する弾倉の取付高さが低いと、遊底と実包との接触面積が

小さくなるので、遊底は弾倉内の最上部の実包を押すことができず、ひいて

は実包の送弾不良が引き起こされる。

[0005] 弾倉により多くの実包を収容するための収容方式として、ダブル力ラム

ダプルフィー ドと呼ばれる収容方式が知られている。ダブルカラム ダブル

フィー ド方式では、図 1 4 に示されるように、二列の実包が部分的に重なつ

た状態で弾倉内に互い違いに積み上げられ、各列の実包が交互に弾倉から薬

室に装填される。この方式では、弾倉内のデッドスペースを小さくすること



がで きるので、 弾倉 によ り多 くの実 包 を収 容 す る ことがで きる。

[0006] しか しなが ら、 ダ ブル カラム ダ ブル フ ィー ド方 式 で は、 遊底 の 中心 と実

包 の 中心 とが実 包 の積 み上 げ方 向 に対 して垂 直な方 向 （図 1 4 の左右方 向）

にずれ て い るので、 遊底 と実 包 との接触 面積 が小 さ くな る。 このため、 実 包

の送弾不 良が発 生 しや す く、 尾筒 に対 す る弾倉 の取付 高 さの設計値 か らのず

れ の許容量 が小 さい。

[0007] 通 常、 組立 時 に、 尾筒 及び用心 金 は銃 床 に取 り付 け られ る。 言 い換 えれ ば

、 用心 金 は銃 床 を介 して尾筒 に対 して位 置決 め され る。前 述 した特 許 文献 1

に記載 の弾倉着脱機 構 で は、 弾倉 は、 弾倉 の前後 に配置 され た レバ ー 及び ピ

ン によ って用心 金 に対 して取 り付 け られ る。 したが って、 弾倉 は用心 金 及び

銃 床 を介 して尾筒 に対 して位 置決 め され る。 このため、 尾筒 に対 す る弾倉 の

取付 高 さは銃 床及び用心 金 の部 品公差 の分 だ け設計値 か らずれ うる。前 述 し

た よ うに、 尾筒 に対 す る弾倉 の取付 高 さが低 い場合、 実 包 の送弾不 良が引 き

起 こされ る。

[0008] 実 包 の送弾不 良 を防止 すべ く、銃 床及び用心 金 の部 品公差 を厳 しく制 限す

る と、銃 床及び用心 金 の部 品単価 が増 大 す る。 また、 尾筒 に対 す る弾倉 の取

付 高 さの閾値 を設 定 して携 帯 用火器 の組立工程 において不 良品の選別 を行 う

と、 工数 が増 大 す る ことで製 造 費 が増 大 し且 つ量産性 が低 下 す る。

[0009] 実 包 の送弾不 良 を防止 す るため の他 の方法 と して、 遊底 の下部 に突起 を設

けて遊底 と実 包 との接触 面積 を増 大 させ る ことが知 られ て い る。 この場合、

遊底 の突起 が通過 す る溝 を尾筒 の 内面 に設 けな けれ ばな らな い。 こ の ことは

、 尾筒 の厚 み を減 少 させ、 ひ いて は尾筒 の強度 を低 下 させ る。 尾筒 は、 弾 丸

が発射 され た ときの反動 を受 ける とい う役 割 も有 す る。 このため、 尾筒 の強

度 が低 い場合、 マ グナム弾 の よ うな高威 力弾 を使 用 す る ことがで きず、使 用

で きる実 包 の種類 が限定 され る。 また、 突起 が設 け られ た専 用 の遊底 と、溝

が設 け られ た専 用 の尾筒 とを必要 とす るため、 尾筒 及び遊底 ひ いて は携 帯 用

火器 が高価 とな る。

[001 0] 本発 明 は、 上記実情 に鑑 み てな され た ものであ り、 尾筒 に対 す る弾倉 の取



付高 さの設計値 か らのずれ を減 少させ ることによって、尾筒の強度 を低下 さ

せ ることな く実包の送弾不良を防止することがで きる弾倉着脱機構 を提供 す

ることを目的 とする。

課題を解決するための手段

[001 1] 本発 明の第 1 態様 では、尾筒か ら下方 に延び る突起 と、突起 に移動可能 に

取 り付 け られていて、弾倉 を尾筒 に対 して着脱 する着脱部 とを備 え、着脱部

は、弾倉 を固定する固定位置 と、弾倉 を解放 する解放位置 との間で移動 して

弾倉 を着脱 する、弾倉着脱機構 が提供 され る。 なお、弾倉着脱機構 の尾筒側

を弾倉着脱機構 の 「上」側 と定義 し、尾筒の短手方向に沿 って尾筒 とは反対

側 を弾倉着脱機構 の 「下」側 と定義 する。

[001 2] 本発 明の第 1 態様 では、弾倉 はダブル カラム ダ ブ ル フ ィ一 ド方式の弾倉

であることが好 ま しい。

[001 3] 本発 明の第 1 態様 では、着脱部 は、弾倉の前側及び後側 とそれぞれ係合す

る二つの係合具 を含む ことが好 ま しい。 なお、尾筒の銃 口側 を弾倉着脱機構

の 「前」側 と定義 し、尾筒の長手方向に沿 って銃 口とは反対側 を弾倉着脱機

構 の 「後」側 と定義 する。

[0014] 本発 明の第 1 態様 では、 さ らに、二つの係合具 を連結 する リンク機構 を備

え、 リンク機構 は固定位置 と解放位置 との間で二つの係合具 を同時 に移動 さ

せ ることが好 ま しい。

[001 5] 本発 明の第 2 態様 では、本発明の第 1 態様 の弾倉着脱機構 を備 えた、携帯

用火器が提供 され る。

[001 6] 本発 明の第 2 態様 では、携帯用火器 は、銃床及び尾筒 を介 して弾倉着脱機

構 に対 して位置決め された用心金 を含み、用心金 は、用心金の下側 か ら着脱

部 に直接 アクセスするアクセス孔 を有 することが好 ま しい。

発明の効果

[001 7] 本発 明 によれば、尾筒 に対する弾倉の取付高 さの設計値 か らのずれ を減 少

させ ることによって、尾筒の強度 を低下 させ ることな く実包の送弾不良を防

止することがで きる弾倉着脱機構 を提供 することがで きる。



[001 8] 以下、本発明の好適な実施形態の記載及び添付図面から本発明を一層十分

に理解できるであろう。

図面の簡単な説明

[001 9] [ 図1] 図 1 は、本発明に係る弾倉着脱機構を備えた携帯用火器の部分斜視図で

ある。

[ 図2] 図 2 は、本発明に係る弾倉着脱機構を備えた携帯用火器の部分正面図で

ある。

[ 図3] 図 3 は、本本発明に係る弾倉着脱機構を備えた携帯用火器の部分平面図

である。

[ 図4] 図 4 は、本発明に係る携帯用火器の正面図である。

[ 図5] 図 5 は、本発明に係る携帯用火器の一部の分解斜視図である。

[ 図6] 図 6 は、図 3 のX _ X 線に沿った断面図である。

[ 図7] 図 7 は、図 6 の A 部の拡大図である。

[ 図8] 図 8 は、図 6 の B部の拡大図である。

[ 図9] 図 9 は、本発明に係る弾倉着脱機構の分解斜視図である。

[ 図10] 図 1 0 は、弾倉の後側を示す斜視図である。

[ 図11] 図 1 1 は、弾倉の前側を示す斜視図である。

[ 図12] 図 1 2 は、実包が収容された弾倉の斜視図である。

[ 図13] 図 1 3 は、実包が収容された弾倉の正面図である。

[ 図14] 図 1 4 は、図 1 3 の Y — Y 線に沿った断面図である。

発明を実施するための形態

[0020] 以下、添付図面を参照 して本発明の実施形態を説明する。また、添付図面

において同一の構成要素には同一の参照符号が付される。

[0021 ] 最初に、図 1 〜図 5 及び図 1 2 〜図 1 4 を参照 して、弾倉内に収容された

実包が発射のために薬室に装填される仕組みについて簡単に説明する。

[0022] 図 1 〜図 3 は、それぞれ、本発明に係る弾倉着脱機構 1 0 (図 9 参照）を

備えた携帯用火器 1 の部分斜視図、部分正面図及び部分平面図である。図 1

及び図 2 には、尾筒 2 と、弾倉着脱機構 1 0 によって尾筒 2 の下側に取り付



けられた弾倉 3 と、弾倉 3 の下部を囲むように配置された用心金 4 とが示さ

れる。弾倉着脱機構 1 0 の詳細については後述する。

[0023] 図 4 は、本発明に係る携帯用火器 1 の正面図である。図4 では、携帯用火

器 1 の例としてライフル銃 1 が示される。尾筒 2 は銃身 5 の後方に配置され

る。尾筒 2 の下側に取り付けられた弾倉 3 は、銃床 6 内に収納される。用心

金 4 は、銃床 6 に取り付けられ、銃床 6 及び尾筒 2 を介 して弾倉着脱機構 1

0 に対 して位置決めされる。なお、図 2 及び図4 に示されるように、本明細

書において、携帯用火器 1及び尾筒 2 の銃口7 側を携帯用火器 1及び弾倉着

脱機構 1 0 の 「前」側と定義 し、携帯用火器 1及び尾筒 2 の長手方向に沿つ

て銃口7 とは反対側を携帯用火器 1及び弾倉着脱機構 1 0 の 「後」側と定義

する。また、携帯用火器 1及び弾倉着脱機構 1 0 の尾筒 2 側を携帯用火器 1

及び弾倉着脱機構 1 0 の 「上」側と定義 し、携帯用火器 1及び尾筒 2 の短手

方向に沿って尾筒 2 とは反対側を携帯用火器 1及び弾倉着脱機構 1 0 の 「下

」側と定義する。

[0024] 図 5 は、本発明に係る携帯用火器 1 の一部の分解斜視図である。図 5 に示

されるように、弾倉 3 は弾倉着脱機構 1 0 によって携帯用火器本体から取り

外されることができる。このことによって、空の弾倉と、実包が充足された

別の弾倉とを入れ替えることができるので、多くの実包を迅速に補充するこ

とができる。

[0025] 図 1 2 及び図 1 3 は、それぞれ、実包 8 が収容された弾倉 3 の斜視図及び

正面図である。図 1 4 は、図 1 3 のY —Y 線に沿った断面図である。図 1 2

〜図 1 4 に示される実包 8 の収容方式はダブルカラム ダブルフィー ドと呼

ばれる。ダプルカラム ダプルフィー ド方式では、図 1 4 に示されるように

、二列の実包 8 が部分的に重なった状態で弾倉 3 内に互い違いに積み上げら

れ、各列の実包 8 が交互に弾倉 3 から薬室に装填される。この方式では、弾

倉 3 内のデッドスペースを小さくすることができるので、弾倉 3 により多く

の実包 8 を収容することができる。

[0026] いわゆるボル トアクション方式では、遊底 9 を尾筒 2 内で前進させて弾倉



3 内の最上部の実包 8 を銃口7 側に押すことで、実包 8 が発射のために薬室

に装填される。遊底 9 の形状は図 5 において最もよく示される。使用者は遊

底 9 のハ ン ドル 9 を操作 して遊底 9 を尾筒 2 内で往復運動させることがで

きる。遊底 9 が尾筒 2 内で前進 して弾倉 3 の上を通過するとき、図 1 4 に示

されるように遊底 9 と弾倉 3 内の最上部の実包 8 とが接触するので、最上部

の実包 8 は遊底 9 に押されて弾倉 3 から薬室に装填される。その後、弾倉 3

内では、装填された実包 8 とは異なる列の実包 8 が、弾倉 3 の下部に設置さ

れたパネ3 によって上方に付勢されて弾倉 3 の上部 3 2 と当接する。

[0027] 弾丸の発射後、ハ ン ドル 9 1 を操作 して遊底 9 を後退させることで空薬莢

が排出される。再度、遊底 9 を前進させると、弾倉 3 内の最上部の別の実包

8 が薬室に装填される。このように、遊底 9 の往復運動によって、発射の度

に弾倉 3 内に実包 8 を補充することなく連続 した発射が可能となる。

[0028] 次に、本発明に係る弾倉着脱機構 1 0 について詳細に説明する。

[0029] 図 6 は、図 3 のX —X 線に沿った断面図である。図 9 は、弾倉着脱機構 1

0 の分解斜視図である。図 6 及び図 9 に示されるように、弾倉着脱機構 1 0

は、尾筒 2 から下方に延びる突起 1 1 a 、 1 1 b と、突起 1 1 a 、 1 1 匕に

移動可能に取り付けられていて、弾倉 3 を尾筒 2 に対 して着脱する着脱部 1

2 とを備える。着脱部 1 2 は、後述するように、尾筒 2 に対 して弾倉 3 を固

定する固定位置と、弾倉 3 を解放する解放位置との間で移動することができ

る。このことによって、尾筒 2 に対 して弾倉 3 を着脱することが可能となる

。突起 1 1 a 、 1 1 b は、図 1 に示されるように実施形態ではボル ト3 0 で

尾筒 2 に固定されているが、尾筒 2 と一体であってもよい。

[0030] 本発明では、弾倉 3 は弾倉着脱機構 1 0 によって尾筒 2 に対 して直接固定

される。このことによって、本発明では、銃床 6 及び用心金 4 の部品公差が

、尾筒 2 に対する弾倉 3 の取付高さに全 く寄与 しない。 したがって、尾筒 2

に対する弾倉 3 の取付高さの設計値からのずれを減少させることができる。

このため、弾倉 3 がダブルカラム ダブルフィ一ド方式の弾倉であつたとし

ても、遊底 9 の突起及び尾筒 2 の溝を設ける必要がない。 したがって、尾筒



2 の強度 を低下させることな く実包 8 の送弾不良を防止することができる。

このことによって、携帯用火器 1 は、実包 8 と してマグナム弾のような高威

力弾も使用することができる。

[0031 ] 着脱部 1 2 は、弾倉 3 の前側及び後側 とそれぞれ係合する二つの係合具 1

2 a 、 2 b を含む。図 1 0 及び図 1 1 は、それぞれ、弾倉 3 の後側及び前

側 を示す斜視図である。弾倉 3 の後側 には後側の係合具 1 2 b が係合するた

めの孔 3 3 が設けられ、弾倉 3 の前側 には前側の係合具 1 2 a が係合するた

めの凸部 3 4 が設けられる。図 6 に示されるように、二つの係合具 1 2 a 、

1 b が弾倉 3 の前側の凸部 3 4 及び後側の孔 3 3 とそれぞれ係合すること

によって、弾倉 3 は尾筒 2 に対 して固定される。前側及び後側の両側固定で

は、前側又は後側の片側固定 と比較 して、弾倉 3 を尾筒 2 に対 してより強固

に固定することができる。 このことによって、弾倉 3 の装着後 に弾倉 3 が振

動等によって尾筒 2 に対 して下がることを抑え られる。なお、弾倉 3 の係合

部は両方 とも孔若 しくは凸部であっても又は凹部のような他の形状であって

もよい。

[0032] 図 7 及び図 8 は、それぞれ、図 6 の A 部及び B 部の拡大図である。図 7 及

び図 8 では、弾倉 3 を解放する解放位置に移動せ しめ られた係合具 1 2 a 、

1 2 b がそれぞれ破線で示される。図 7 及び図 8 に示されるように、二つの

係合具 1 2 a 、 2 b は、それぞれ、弾倉 3 を固定する固定位置 （実線） と

、弾倉 3 を解放する解放位置 （破線） との間で移動 して弾倉 3 を尾筒 2 に対

して着脱することができる。なお、係合具 1 2 a 、 2 b の移動態様は、実

施形態のような回転運動に限定されることな く、並進運動であつてもよい。

[0033] 図 2 及び図 9 に示されるように、弾倉着脱機構 1 0 は、 さらに、二つの係

合具 1 2 a 、 1 2 b を連結する リンク機構 2 0 を備えることが好ま しい。 リ

ンク機構 2 0 は、後述する構成 によって、固定位置 と解放位置 との間で二つ

の係合具 1 2 a 、 1 2 b を同時に移動させることができる。 このことによつ

て、一方の係合具 1 2 a のみを移動させることによって弾倉 3 を容易に取 り

外すことができる。



[0034] 以下、 リンク機構 2 0 について詳細に説明する。

[0035] 図 9 に示されるように、 リンク機構 2 0 は、二つの係合具 1 2 a 、 1 2 b

を連結する細長い二つのリンク2 1 a 、 2 1 b と、係合具の回転中心軸とな

る二つのピン2 2 a 、 2 2 b と、 リンク2 1 a 、 2 1 1 を係合具 1 2 、

2 b に連結する二組の連結具 2 3 a 、 2 3 b とを備える。各連結具 2 3 a 、

2 3 b は、係合具 1 2 a 、 2 b 及び突起 1 1 a 、 1 1 b 内に延びるガイ ド

バ一2 4 a 、 2 4 b と、突起 1 1 a 、 1 1 b の外側でガイ ドバ一2 4 a 、 2

4 b を受けるカラ一 2 5 a 、 2 5 b と、ガイ ドバーの両端をリンクに固定す

る二つの止め輪 2 6 a 、 2 6 b とを備える。各突起 1 1 a 、 1 1 b には、 ピ

ン2 2 a 、 2 2 b が通る孔 1 1 0 a 、 1 1 0 b と、ガイ ドバ一 2 4 a 、 2 4

b が通り且つ各係合具 1 2 a 、 2 b の可動範囲を制限する長孔 1 1 1 a 、

1 1 1 b と、ボル ト3 0 が通るボル ト孔 1 1 2 a 、 1 1 2 b が設けられる。

各係合具 1 2 a 、 1 2 b にも、 ピン2 2 a 、 2 2 b が通る孔 1 2 0 a 、 1 2

0 b とガイ ドバ一 2 4 a 、 2 4 b が通る孔 1 2 1 a 、 1 2 1 b とが設けられ

る。前側のピン2 2 a 及びガイ ドバ一 2 4 a と後側のピン2 2 b 及びガイ ド

バ一2 4 b とは上下反対に配置される。より具体的には、前側ではピン2 2

a がガイ ドバ一 2 4 a よりも下側に配置され、後側ではピン2 2 b がガイ ド

バ一2 4 b よりも上側に配置される。この構成によって、後述するように、

前側の係合具 1 2 a と後側の係合具 1 2 b とはリンク機構 2 0 によって反対

方向に同時に回転する。

[0036] 係合具 1 2 a 、 1 2 b は、それぞれ、突起 1 1 a 、 1 1 b に対 してピン2

2 a 、 2 2 b 回りに回転可能に取り付けられる。図 1 に示されるように、前

側の係合具 1 2 a の下部は用心金 4 のアクセス孔 4 からアクセス可能であ

る。このため、用心金 4 の下から指で前側の係合具 1 2 a を回転させること

ができる。

[0037] 図 8 に示されるように、前側の係合具 1 2 a を下方に押 し下げると、前側

の係合具 1 2 a は、ガイ ドバ一2 4 a と共にピン2 2 a を中心に時計回りに

回転するので、弾倉 3 の凸部 3 4 から係合解除される。このとき、ガイ ドバ



— 2 4 a に固定されたリンク2 1 a 、 2 1 b は前方に移動する。次いで、図

7 に示されるように、 リンク2 1 a 、 2 1 b に固定されたガイ ドバ一2 4 b

は後側の係合具 1 2 b と共にピン2 2 b を中心に反時計回りに回転する。こ

のことによって、後側の係合具 1 2 b は弾倉 3 の孔 3 3 から係合解除される

。 したがって、 リンク機構 2 0 は固定位置と解放位置との間で二つの係合具

1 2 a 、 1 2 b を同時に移動させることができる。また、手の平を弾倉 3 の

下に配置 した状態で同 じ手の指で用心金 4 のアクセス孔 4 を通 して前側の

係合具 1 2 a を押 し下げれば、取り外された弾倉 3 を手の平で受け止めるこ

とができる。 したがって、 リンク機構 2 0 によって弾倉 3 を片手で迅速に取

り外すことができる。

[0038] 次に、空の弾倉が取り外された後に、実包が充足された別の弾倉を装着す

る方法について説明する。用心金 4 の下から弾倉 3 を手の平で携帯用火器本

体に押 し込んだ状態で、前側の係合具 1 2 a を同 じ手の指で用心金 4 のァク

セス孔 4 を通 して上方に押 し上げると、二つの係合具 1 2 a 、 2 b は解

放位置から固定位置に回転する。このとき、前側の係合具 1 2 a 及び後側の

係合具 1 2 b が弾倉の凸部 3 4 及び孔 3 3 とそれぞれ係合するので、弾倉 3

は尾筒 2 に対 して固定される。 したがって、 リンク機構 2 0 によって弾倉 3

を片手で迅速に装着することができる。

[0039] 本発明について特定の実施形態に基づいて記述 しているが、当業者であれ

ば本発明の請求の範囲及び思想から逸脱することなく、様々な変更、修正等

が可能である。

符号の説明

[0040] 携帯用火器 （ライフル銃）

2

3

3 バネ

3 上部

3 3 孔



凸部

用心金

アクセス孔

銃身

銃床

銃 口

実包

遊底

ノ ンヽ ドル

弾倉着脱機構

a 、 b 突起

0 a 、 1 1 0 b 孔

1 a 、 1 1 1 b 長孔

2 a 、 1 1 2 b ボル 卜孔

着脱部

a 、 b 係合具

0 a 、 0 b 孔

1 a 、 1 2 1 b 孔

リンク機構

、 2 1 b リンク

、 2 2 b ピン

、 2 3 b 連結具

、 2 4 b ガイ ドバー

、 2 5 b カラ一

、 2 6 b 止め輪

ボル 卜



請求の範囲

[ 請求項 1] 尾筒か ら下方 に延びる突起 と、

該突起 に移動可能 に取 り付 け られていて、弾倉 を前記尾筒 に対 して

着脱する着脱部 と

該着脱部 は、前記弾倉 を固定する固定位置 と、該弾倉 を解放する解

放位置 との間で移動 して該弾倉 を着脱する、弾倉着脱機構。

[ 請求項 2 ] 前記弾倉はダブル カラム ダブル フィー ド方式の弾倉である、請求

項 1 に記載の弾倉着脱機構。

[ 請求項 3 ] 前記着脱部 は、前記弾倉の前側及び後側 とそれぞれ係合する二つの

係合具 を含む、請求項 1 に記載の弾倉着脱機構。

[ 請求項 4 ] さ らに、前記二つの係合具 を連結する リンク機構 を備 え、該 リンク

機構 は前記固定位置 と前記解放位置 との間で前記二つの係合具 を同時

に移動 させる、請求項 3 に記載の弾倉着脱機構。

[ 請求項 5 ] 請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項 に記載の弾倉着脱機構 を備 えた、携帯

用火 。

[ 請求項 6 ] 当該携帯用火器は、銃床及び前記尾筒 を介 して前記弾倉着脱機構 に

対 して位置決めされた用心金 を含み、該用心金は、該用心金の下側か

ら前記着脱部 に直接 アクセスするアクセス孔 を有する、請求項 5 に記

載の携帯用火器。
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る文 献 （理 由 を付 す ） 上 の文 献 との 、 当業 者 に とって 自明 で あ る組 合 せ に

Γθ 」 口頭 に よ る開示 、使 用 、展 示 等 に言 及 す る文 献 よって進 歩 性 が ない と考 え
ΓΡ 」国 際 出願 日前 で 、かつ 優 先 権 の 主 張 の基礎 とな る出願 Γ& 」 同一 パ テ ン トフ ァ ミ リー 文 献

国 際調 査 を完 了 した 日 国 際調 査 報 告 の発 送 日
0 . 0 4 . 2 0 1 3 2 3 . 0 4 . 2 0 1 3

国 際調 査機 関 の名 称 及 び あ て先 特許 庁審 査 官 （権 限 の あ る職 員 ） 3 D 3 5 2

日本 国特 許 庁 （I S A J Ρ )
北 村 亮

郵 便 番 号 1 0 0 — 8 9 1 5
東 京 都 千 代 田区霞 が 関三 丁 目 4 番 3 号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 内線 3 3 4

様 式 P C T l S A 2 1 0 (第 2 ペ ー ジ） （2 0 0 9 年 7 月 ）



国際調査報告 国際出願番号 P C J P 2 0 1 3 / 0 5 0 4 7 8

C (続 き） . 関連す ると認められる文献
引用文献の 関連す る
カテ ゴ リー * 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、そ の 関連する箇所の表示 請求項の番号

A US 3711983 A (Harold D. ALLYN) 1973. 01. 23, 全文，全図 & US 1-6

3584533 A

様式 P C T I S A 2 1 0 (第 2 ペー ジの続き） （2 0 0 9 年 7 月）



国際調査報告 国際出願番号 P C T / J P 2 0 1 3 / 0 5 0 4 7 8

第 Π欄 請求の範囲の一部の調査ができない ときの意見 （第 1 ページの 2 の続き）

法第 8条第 3項 （P C T 17条 （2) (a) ) の規定により、この 国際調査報告は次の理 由により請求の範囲の一部について作
成 しなかった。

1 . 請求項 は、この国際調査機関が調査をすることを要 しない対象に係 るものである。
つま り、

2 . 請求項 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満
ない国際出願の部分に係 るものである。つまり、

3 . 請求項 は、従属請求の範囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第3文の規定に
従って記載されていない。

第 欄 発明の単一性が欠如 しているときの意見 （第 1 ページの 3 の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
文献 1 (US 2956363 A) には、尾筒か ら下方 に延び る突起 (bracket 38) と着脱部 （sl ide 44) とを備 え、該着脱

部は、弾倉を固定す る固定位置 と解放位置 との間で移動 して該弾倉 を着脱す る弾倉着脱機構が記載 されている。
したがって、請求項 1 に係 る発 明は、文献 1 に記載 された発 明に対 して新規性が認 め られず、特別 な技術的特徴
を有 しない。

1 . 出願人が必要な追加調査手数料をすベて期間内に納付 したので、 この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
項について作成 した。

2 . . 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調
查手数料の納付を求めなかった。

3 . 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみ しか期間内に納付 しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求項のみについて作成 した。

4 . 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付 しなかったので、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されている発明に係 る次の請求項について作成 した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議 申立手数料の納付 と共に、出願人から異議 申立てがあった。

追加調査手数料の納付 と共に出願人から異議 申立てがあつたが、異議 申立手数料が納付命令書に示 した期間
内に支払われなかった。

追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。

様式 P C T I S A 2 1 0 (第 1 ペー ジの続葉 （2 ) ) ( 2 0 0 9 年 7 月）
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